
JP 4618880 B2 2011.1.26

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
嘴状に開閉する一対の鉗子カップのうち少なくとも一方の鉗子カップの縁部が鋸歯状に形
成されて、上記一対の鉗子カップが閉じる際に、双方の縁部どうしがすれ違ってから閉じ
きるように構成された内視鏡用鰐口型生検鉗子であって、
　上記一対の鉗子カップのうち一方の鉗子カップの縁部が平刃状に形成され、
　上記一対の鉗子カップが閉じる際に、双方の縁部どうしが角度をもってすれ違うことを
特徴とする内視鏡用鰐口型生検鉗子。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、鉗子カップの縁部が鋸歯状に形成された内視鏡用鰐口型生検鉗子に関する。
【０００２】
【従来の技術】
内視鏡用生検鉗子は一般に、内視鏡の鉗子チャンネルに挿脱されるシース内に挿通配置さ
れた操作ワイヤを軸線方向に進退操作することによって、シースの先端に配置された一対
の鉗子カップを嘴状に開閉駆動するようになっている。
【０００３】
そして鰐口型の生検鉗子の場合は、標本の採取対象である粘膜面に鉗子カップがよく食い
つくように、鉗子カップの縁部が鋸歯状に形成されている。
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【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
生検組織を採取する際には、操作ワイヤを手元側に牽引して一対の鉗子カップを閉じるこ
とにより、各鉗子カップの縁部で粘膜面が切断され、閉じた一対の鉗子カップ内に組織標
本が採取される。
【０００５】
しかし、上述のような従来の内視鏡用鰐口型生検鉗子の場合には、各鉗子カップの鋸歯状
の歯の歯先が粘膜面によく突き刺さるものの、それは位置的に飛び飛びになっているので
、粘膜面がスムーズに切断される状態にはなり難く、粘膜面から組織標本を引きちぎった
状態になりがちで、必要以上の出血を伴う場合があった。
【０００６】
そこで本発明は、鉗子カップの縁部に形成された鋸歯状の歯が粘膜面によく食いつくだけ
でなく、粘膜面から組織標本をスムーズに切り取って、少ない出血で採取することができ
る内視鏡用鰐口型生検鉗子を提供することを目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
上記の目的を達成するため、本発明の内視鏡用鰐口型生検鉗子は、嘴状に開閉する一対の
鉗子カップのうち少なくとも一方の鉗子カップの縁部が鋸歯状に形成された内視鏡用鰐口
型生検鉗子において、一対の鉗子カップが閉じる際に、双方の縁部どうしがすれ違ってか
ら閉じきるように構成したものである。
【０００８】
なお、一対の鉗子カップが閉じる際に、双方の縁部どうしが角度をもってすれ違うように
すると、粘膜面をよりスムーズに切断することができる。
その場合、一対の鉗子カップが双方とも鋸歯状に形成されていて、一方の鉗子カップの歯
先の位置と他方の鉗子カップの歯先の位置とが相互にずれていてもよく、一対の鉗子カッ
プが双方とも鋸歯状に形成されていて、あい対向する位置において双方の歯の斜面の角度
が相違していてもよく、或いは、一対の鉗子カップのうち一方の鉗子カップの縁部が平刃
状に形成されていてもよい。
【０００９】
【発明の実施の形態】
　図面を参照して本発明の参考例と実施例を説明する。
　図３は、内視鏡用鰐口型生検鉗子を示しており、図示されていない内視鏡の鉗子チャン
ネルに挿脱される可撓性シース２は例えば密着巻きコイルパイプからなり、その内部には
、軸線方向に進退自在に操作ワイヤ３が全長にわたって挿通配置されている。
【００１０】
可撓性シース２の基端（手元側）には、操作ワイヤ３を進退操作させるための操作部１０
が連結されており、可撓性シース２の先端には、操作ワイヤ３によって開閉駆動される一
対の鉗子カップ１が配置されている。
【００１１】
　図１及び図２は内視鏡用鰐口型生検鉗子の先端部分を示しており、可撓性シース２の先
端に固着された先端支持枠４に、縁部が鋸歯状に形成された一対の鉗子カップ１が、支持
軸５を中心に嘴状に開閉するように支持されている。この参考例の一対の鉗子カップ１は
、閉じる際に双方の縁部の歯先と歯底とがあい対向するように組み合わせられている。
【００１２】
操作ワイヤ３と鉗子カップ１との間にはパンタグラフ状のリンク機構６が配置されており
、リンク機構６の後端部に配置されたワイヤ接続ロッド７に、操作ワイヤ３の先端部分が
後方から連結固着されている。
【００１３】
その結果、操作部１０において操作ワイヤ３を進退操作することにより、ワイヤ接続ロッ
ド７が軸線方向に進退して、操作ワイヤ３の進退動作を鉗子カップ１の開閉動作に変換す
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るようにリンク機構６が動作し、図１及び図２に示されるように、一対の鉗子カップ１が
嘴状に開閉駆動される。
【００１４】
そして、一対の鉗子カップ１が閉じた状態では、図１におけるIV－IV断面を図示する図４
にも示されるとおり、一方の鉗子カップ１ａの縁部の内側に他方の鉗子カップ１ｂの縁部
が摺接する状態で入り込むように、一対の鉗子カップ１の大きさに差が設けられている。
図４に示される９は、鉗子カップ１の背部に形成された孔である。
【００１５】
その結果、操作ワイヤ３が牽引されて一対の鉗子カップ１が閉じる際には、双方の鉗子カ
ップ１の縁部どうしが摺接しながらすれ違い、それから閉じきった状態になる。
【００１６】
したがって、一対の鉗子カップ１が閉じていく動作において双方の縁部に形成された鋸歯
状の歯先が粘膜面によく食い込むと共に、一対の鉗子カップ１の縁部どうしが摺接しなが
らすれ違う際に、標本組織が粘膜面からスムーズに切断されて鉗子カップ１内に採取され
る。
【００１７】
　図５は、本発明の第２の参考例の内視鏡用鰐口型生検鉗子の一対の鉗子カップ１が閉じ
た状態を示しており、この参考例においては、一対の鉗子カップ１の縁部の歯先と歯先ど
うし、及び歯底と歯底どうしがあい対向するように形成されている。
【００１８】
このように構成された鉗子カップ１が閉じる際には、双方の鉗子カップ１の縁部どうしが
平行な状態ですれ違うのでなく、図６に示されるように角度（鈍角、鋭角又は直角）をも
ってすれ違うので、粘膜面がよりスムーズに切断される。
【００１９】
　同様の作用効果は、図７に示される第３の参考例のように、双方ともに縁部が鋸歯状に
形成された一対の鉗子カップ１の、一方の鉗子カップ１ａの歯先の位置と他方の鉗子カッ
プ１ｂの歯先の位置とを偏位させてもよく、図８に示される第４の参考例のように、あい
対向する位置において双方の歯の斜面の角度を相違させてもよい。
【００２０】
　また、図９に示される実施例のように、一方の鉗子カップ１ｂの縁部を平刃状に形成し
ても、同様の作用効果を得ることができる。
【００２１】
【発明の効果】
本発明によれば、縁部が鋸歯状に形成された鉗子カップが閉じる際に、双方の鉗子カップ
の縁部どうしがすれ違ってから閉じきるように構成したことにより、鉗子カップの縁部に
形成された鋸歯状の歯が粘膜面によく食いつくだけでなく、粘膜面から組織標本をスムー
ズに切り取って、少ない出血で安全かつ確実に採取することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の第１の参考例の内視鏡用鰐口型生検鉗子の先端部分の鉗子カップが閉
じきった状態の側面略示断面図である。
【図２】　本発明の第１の参考例の内視鏡用鰐口型生検鉗子の先端部分の鉗子カップが開
いた状態の側面略示断面図である。
【図３】　本発明の第１の参考例の内視鏡用鰐口型生検鉗子の全体構成を示す側面図であ
る。
【図４】　本発明の第１の参考例の内視鏡用鰐口型生検鉗子の図１におけるIV－IV断面図
である。
【図５】　本発明の第２の参考例の内視鏡用鰐口型生検鉗子の先端部分の鉗子カップが閉
じきった状態の側面略示断面図である。
【図６】　本発明の第２の参考例の内視鏡用鰐口型生検鉗子の鉗子カップの歯と歯がすれ
違う状態の側面図である。
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【図７】　本発明の第３の参考例の内視鏡用鰐口型生検鉗子の先端部分の鉗子カップが閉
じきった状態の側面略示断面図である。
【図８】　本発明の第４の参考例の内視鏡用鰐口型生検鉗子の先端部分の鉗子カップが閉
じきった状態の側面略示断面図である。
【図９】　本発明の実施例の内視鏡用鰐口型生検鉗子の先端部分の鉗子カップが閉じきっ
た状態の側面略示断面図である。
【符号の説明】
　１　鉗子カップ
　２　可撓性シース
　３　操作ワイヤ

【図１】 【図２】
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